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子ども見学デー「金融庁へＧＯ！」 

大臣室で記念撮影 

（８月18日） 

企業会計審議会総会・企画調整部会合同会議

で挨拶をする自見大臣 

（８月25日） 
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【フォトギャラリー】 

 
去る８月 17 日（水）、18 日（木）の２日間、子ども見学デー「金融庁へＧＯ！」を開催し、広報室

での厳正な抽選の結果、17 日は 30 名の小学生と 23 名の保護者・引率者、18 日は 25 名の小学生と 15

名の保護者・引率者に参加していただきました。 

当日はまず、眞下広報室長からオリエンテーションを行い、引き続き「金融ってなぁ～に？」と題し

て、長嶋総務企画局政策課課長補佐が講師となって、くらしや経済に関わりの深いお金の流れについて

の勉強や、実際の１億円の札束・金塊等のレプリカを用いての実体験も行いました。 

続いて、「大臣室をのぞいてみよう」と題しまして、大臣室や大審判廷を見学したほか、大臣室では、

実際に大臣の椅子に座って記念撮影を行うなど、子どもたちや保護者・引率者から大変好評でした。 

 
ご来庁いただきまして、ありがとうございました。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
記者会見室で記念撮影 

 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 

大審判廷（審判手続き室）の見学             お金の「重さ」を体験 

（庁内見学）                （「金融ってなぁ～に？」より） 
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「東日本大震災関連情報」について 

「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」について 

 
 
 
東日本大震災の発生から半年が経過しました。 
改めて、東日本大震災によりお亡くなりになられた方々に対し衷心よりお悔やみを申し上げますととも

に、被害を受けられた被災者の皆様に対して心よりのお見舞いを申し上げます。 
金融庁では、引き続き、以下を窓口として「東日本大震災関連情報」を提供しています。 
 
     
○金融庁ウェブサイト  
「東日本大震災関連情報」 
（URL:http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103.html） 
金融機関の電話相談窓口 
（URL:http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/20110325-1.html） 

 
○金融庁携帯サイト 

「★東日本大震災関連情報」 

（URL：http://www.fsa.go.jp/m/quake/jishin.html） 
 
○金融庁ツイッター「金融庁関連情報」（URL: http://twitter.com/#!/fsa_JAPAN） 
 
 
     
 

【震災関連トピックス】 

 
 

 
 

１．ガイドライン策定の経緯 

東日本大震災の影響によって、住宅ローンを借りている個人や事業性資金を借りている個人事業主等

が、今後、これらの既往債務の負担を抱えたままでは、再スタートに向けて困難に直面する等の問題

（いわゆる二重債務問題）が考えられます。 

この二重債務問題は、震災からの着実な復興のために適切な対応がなされなければならない極めて重

要な課題であることから、政府として「二重債務問題への対応方針」（平成23年６月17日関係閣僚会

合）を取りまとめ、このなかで「『個人向けの私的整理ガイドライン』を策定する」とされました。 

これを受け、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会」（座長：高木新二郎氏）にお

いて、金融機関等が、個人である債務者に対して、破産手続等の法的倒産手続によらず、私的な債務整

理により債務免除を行うことによって、債務者の自助努力による生活や事業の再建を支援するため、私

的整理に関する関係者間の共通認識を醸成し、私的整理を行う場合の指針となる「個人債務者の私的整

理に関するガイドライン」（平成23年７月15日策定。以下「ガイドライン」という。）が取りまとめ

られました。 

このガイドラインの運用にあたり、第三者機関「一般社団法人個人版私的整理ガイドライン運営委

員会」（以下「運営委員会」という。）を設置し、平成23年８月22日からガイドラインの適用が開始

されました。 

 
２．ガイドラインの概要 

このガイドラインの主な特徴は以下のとおりです。 

(１) 被災された債務者が、法的倒産手続による不利益、例えば信用情報機関への登録などを回

避しつつ、債権者との間の私的な合意により、債務免除等を受けることができる。 

(２) 対象となる債務者は、東日本大震災の影響により、既往債務を弁済することができない又

は近い将来に弁済できないことが確実と見込まれる個人。 

http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/20110325-1.html
http://www.fsa.go.jp/m/quake/jishin.html
http://twitter.com/#!/fsa_JAPAN
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(３) 対象となる債権者は、主として民間の銀行、協同組織金融機関に加え、政府系金融機関、

貸金業者、リース会社などの金融機関等。 

(４) 主債務者が通常想定される範囲を超えた災害の影響により主債務を弁済できないことを踏

まえ、保証人に対しては、その責任の度合いや生活実態等を考慮して、保証履行を求めるこ

とが相当と認められる場合を除き、保証履行を求めない。 

(５) 同ガイドラインに基づく債権放棄については、原則として債権者及び債務者に課税関係が

生じない。（研究会が国税庁に確認） 

 
※ 詳しくは、「一般社団法人個人版私的整理ガイドライン運営委員会」のウェブサイトにアクセスし

てください。 

 

（関連情報） 
○「『平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての金融検査マニュアル・ 

 監督指針の特例措置及び運用の明確化について』に関するよくあるご質問（Ｆ 
ＡＱ）」の追加について 
 
平成 23 年５月 24 日付で「『平成 23 年東北地方太平洋沖地震による災害についての金融検査マニ

ュアル・監督指針の特例措置及び運用の明確化について』に関するよくあるご質問（ＦＡＱ）」を公

表したところですが、個人債務者の私的整理ガイドラインに基づく弁済計画に関する取扱いに関し

て、新たな質問・回答を追加し公表しました。 

 
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「『平成 23 年東北地方太平洋沖地震によ

る災害についての金融検査マニュアル・監督指針の特例措置及び運用の明確化について』に関する

よくあるご質問（ＦＡＱ）」の追加について（平成23年８月22日）にアクセスしてください。 

 
○ 個人債務者の私的整理の手続き費用に係る東日本大震災復旧・復興予備費の使用 

について 
 

ガイドラインの適用にあたっては、政府として、「東日本大震災からの復興の基本方針（平成23

年７月29日東日本大震災復興対策本部決定）において、「『個人債務者の私的整理に関するガイド

ライン』の運用支援などの各施策を政府全体として総合的に推進していく。」としたところです。 

これを踏まえ、被災された債務者が運営委員会を利用する際の弁護士費用等を補助するため、平

成23年度東日本大震災復旧・復興予備費を使用することとしました。（８月19日閣議決定） 

運営委員会の実施する支援業務のうち、仮に一般の手続きと同様の処理をした場合に被災された

債務者自身が負担することとなる以下の手続きに要する経費について、運営委員会に対して補助を行

います。 

(１)個人債務者による申出の支援 

(２)個人債務者の弁済計画案の作成の支援 

(３)弁済計画案についての報告書の作成（弁済計画案のチェック） 

(４)弁済計画案の説明等の支援 

 
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から個人債務者の私的整理の手続き費用に係る

東日本大震災復旧・復興予備費の使用について（平成23年８月19日）にアクセスしてください。 

 

 

 

http://www.kgl.or.jp/
http://www.fsa.go.jp/news/22/20110524-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/20110524-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/23/20110822-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/23/20110822-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/23/20110822-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/23/20110819-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/23/20110819-1.html
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「振り込め詐欺救済法に定める預保納付金を巡る諸課題に関するプロジェクトチーム」 
による「預保納付金の具体的使途について」等の公表について 

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府（案）」 
に対するパブリックコメントの結果等について 

【その他のトピックス】 

 
 
 
 

振り込め詐欺救済法は、振り込め詐欺等の預貯金口座への振込みを利用した犯罪の被害者に対して、振

り込んだ先の口座（犯罪利用口座）に一定の残高が残っている場合に、当該残高を原資として返金を行う

ことにより被害の回復を図ること等を目的とした法律であり、平成20年６月に施行されています。 
金融庁では、昨年９月に「振り込め詐欺救済法に定める預保納付金を巡る諸課題に関するプロジェクト

チーム」を設置し、被害者に返金しきれなかった残金である預保納付金の具体的使途、及び被害者に対す

る返金率の向上に向けた施策について、外部の方々からのヒアリングを行いつつ、検討を行ってきました。 
検討にあたり、特に、預保納付金の具体的使途については、被害者自身も含めて広く意見を伺うことが適

当であるとの観点から、本年７月 14 日に「預保納付金の具体的使途に関するプロジェクトチーム案」を

公表、同月 28 日まで意見を募集したところであり、８月 26 日には、寄せられた意見も参考としつつ、

プロジェクトチームとしての 終的な結論を取りまとめた「預保納付金の具体的使途について」を公表し

ました。 
具体的な使途としては、1.犯罪被害者等の子供に対する奨学金、2.犯罪被害者等支援団体に対する助成

の２つを柱とし、今後は、これらの両事業の担い手となる団体を選定する作業を進めていくことを予定し

ています。 
また、被害者に対する返金率の向上に向けた施策に関しては、その取組みの一環として、実際に被害に

遭われた方が返金の申請を迅速に行うことができるようリーフレットを作成しました。今後は、リーフレ

ットを財務局、金融機関、警察をはじめとする関係機関へ配布する予定です。 
 
※ 詳しくは、金融庁のウェブサイトから、「振り込め詐欺救済法に定める預保納付金を巡る諸課題に関

するプロジェクトチーム」にアクセスしてください。 
 
 
 
 
 
 
金融庁では、平成28年（2016年）３月31日までの間に限り、本邦企業が米国会計基準に基づく連結

財務諸表を金融商品取引法上の開示書類として提出することを認めていましたが、今般、連結財務諸表の

用語、様式及び作成方法に関する規則（以下「連結財務諸表規則」）等を改正（内閣府令第44号。平成

23年８月31日公布）し、前述の使用期限を撤廃しました。 

本改正は、平成23年（2011年）６月21日に公表した大臣談話「ＩＦＲＳ適用に関する検討につい

て」において、「2016年３月期で使用終了とされている米国基準での開示は使用期限を撤廃し、引き続

き使用可能とすることとする」ことを受けたものです。 

米国会計基準の使用に係る規定については、平成21年12月11日付で公布した改正連結財務諸表規則

（内閣府令第73号）において、本邦企業にＩＦＲＳ（国際会計基準）の任意適用を認める規定を導入し

た際に、削除し、米国基準の使用期限を平成28年（2016年）３月31日までとするとともに、平成22年

（2010年）３月31日後における新たな米国基準の使用を禁止しました。 

本改正は、米国会計基準の使用に係る規定について、平成21年12月11日付改正の前の状況に戻すも

のです。 

具体的には、 

（１） 米国証券取引委員会に米国式連結財務諸表（米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、

様式及び作成方法により作成した連結財務諸表）を登録している連結財務諸表提出会社は、金融

商品取引法上の連結財務諸表について、引き続き米国基準を使用することが可能。 

（２） 米国証券取引委員会に米国式連結財務諸表を登録している連結財務諸表提出会社は、金融商品  

取引法上の連結財務諸表について、改正府令の施行の日（平成23年８月31日）以後、新たに米

国基準を使用することが可能。 

http://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/furikome/index.html
http://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/furikome/index.html
http://www.fsa.go.jp/common/conference/danwa/20110621-1.html
http://www.fsa.go.jp/common/conference/danwa/20110621-1.html
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「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令（案）」等に対するパブリックコメント

の結果等について 

平成23事務年度監督方針及び検査基本方針等について 

（３） 本邦に連結財務諸表制度が導入された昭和52年（1977年）前から米国式連結財務諸表を作成し

ている連結財務諸表提出会社は、「当分の間」米国基準を使用することが可能。 

となります。 

 
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に

関する規則等の一部を改正する内閣府令（案）に対するパブリックコメント結果等について」（平成

23年８月31日）にアクセスしてください。 

 
 

 

 
 
金融庁では、「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令（案）」等につきまして、平成 23 年６月 24

日（金）から平成 23 年７月 25 日（月）にかけて公表し、広く意見の募集を行い、その結果等を平成 23

年８月26日（金）に公表しました。 

本件の政令は、平成 23 年８月 26 日（金）に閣議決定され、内閣府令と併せて、平成 23 年８月 30 日

（火）に公布されました。本件の政令・内閣府令は、平成23年12月１日（木）から施行されることとな

ります。 

本件の政令・内閣府令の概要は、以下のとおりです。 

○ 「金融資本市場及び金融産業の活性化等のためのアクションプラン」（平成22年12月24日公表）に

盛り込まれた方針（ＩＩ－１－15）「公募増資に関連した不公正取引への対応」に基づき、以下の措

置を講ずることとしました。 

１．何人も、増資公表後、新株等の発行価格決定までの間に空売りを行った場合には、当該増資に応じて

取得した新株等により空売りに係る借入れのポジションの解消を行ってはならないこととしました。 

２．証券会社に対し、新株等の割当て前に、上記１．の規制の内容等を周知するための書面交付を義務付

けることとしました。 

 
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「『金融商品取引法施行令の一部を改正する

政令（案）』等に対するパブリックコメントの結果等について」（平成 23 年８月 26 日）にアクセス

してください。 

 
 
 
 
１．はじめに 

金融庁においては、毎年事務年度（検査事務年度）当初に、 

（１）金融機関の監督上の重点事項を明確化するため、業態別に監督方針を、 

（２）金融機関に対する検査運営の基本的枠組みや重点検証項目を明確にするため、検査基本方針を、 

それぞれ策定・公表しており、本年８月 26 日に公表しました。そこで、本日はその内容について御紹介

します。 

 
２．監督方針について 

（１）策定の背景と基本的取組姿勢 

今回の監督方針の策定に当たっては、金融システムを取り巻く環境を俯瞰し、1.東日本大震災の影

響により、我が国経済が厳しい状況にあること、2.サプライチェーンの回復等により景気の持ち直し

傾向が続くと見られる一方で、電力供給の制約や原子力災害の影響、海外景気の下振れ懸念、為替レ

ート・株価の変動等によって景気が下振れするリスクが存在していること等に着目しました。 

特に、今日のようにグローバル化が進展する中では、世界経済に関するリスクが発現し、危機が

おきた場合でも、自国への影響を軽微なものに留めるよう、経済・金融システムの強靱性を高めて

おくことが重要です。そこで、金融機関が、被災地の復旧・復興をはじめ、我が国の再生・発展に

貢献していくためにも、海外経済・金融資本市場の動向等に注視しながら、リスク管理をはじめと

した財務の健全性を確保することが必要と考えました。 

http://www.fsa.go.jp/news/23/sonota/20110831-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/23/sonota/20110831-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/23/sonota/20110831-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20101224-5.html
http://www.fsa.go.jp/news/23/syouken/20110826-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/23/syouken/20110826-1.html
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これを踏まえ、監督当局としては、引き続きベター・レギュレーションの一層の定着・深化を基

本に、リスク感応度の高い行政、国民の目線・利用者の立場に立った行政、将来を見据えた行政、

金融機関の自主的な経営改善・経営判断に資する行政に努めることとしました。以下では、各業態

別に、監督上の重点分野を御紹介いたします。 

 
（２）主要行等向け監督方針の特徴 

主要行等向けの監督方針は、監督上の重点分野に、1.円滑な金融仲介機能の発揮、2.リスク管理

と金融システムの安定、3.顧客保護と利用者利便の向上を位置付けました。具体的に、本事務年度

の主な特徴は次の３点に集約されます。 

 
第一に、東日本大震災の発生等を受けて、本事務年度は、「金融機関による金融仲介機能の真価が

問われる一年」との認識の下、震災に対する金融面の対応など、金融仲介機能に係る記述を充実さ

せたほか、金融機関によるシステムの自主点検や業務継続体制の再検証等について強調しました。 

第二に、リスク管理について、各行において収益力強化の取組みが見られる中で、震災の影響や、

海外経済・金融の動向、市場リスク・流動性リスク等の各種リスクに注視していくことが必要であ

る旨を強調しました。さらに、収益力の強化の取組みを支える上で、グループ全体でのリスク・ガ

バナンスの強化が必要であることも明記しました。 

第三に、金融機関における顧客保護のあり方について、基本的考え方を示しました。公共性が高

く信頼のある金融機関として、顧客の期待に応えていくことが重要です。そこで、金融商品等の開

発段階から顧客の属性に配慮するなど、経営陣が主導性を発揮して顧客保護に関する各種取組みを

進めることが必要である旨を強調しました。 

 
（３）中小・地域金融機関向け監督方針の特徴 

今事務年度の中小・地域金融機関向け監督方針においては、主要行等向け監督方針との共通事項

のほか、主に次のような点を明記しています。 

 
第一に、各財務局等と、これまで以上に各金融機関の経営課題等に関する認識を共有し合い、一

体となった監督行政に努めます。その際、検査部局とも連携し、データ分析や着眼材料の提供等の

充実を図るとともに、各財務局等によるヒアリング結果等を活用して更に深度ある経営分析を行う

など、監督力の強化に努めます。 

第二に、円滑な金融仲介機能の発揮の観点からは、本年７月に金融機能強化法の改正法が施行さ

れたことを踏まえ、地域金融機関が震災からの復旧・復興に積極的な役割を果たしていくためにも、

同法の活用の積極的な検討を促していきます。特に、協同組織金融機関については、中央機関によ

る傘下金融機関に対する業務補完・支援機能の発揮状況を注視するとともに、中央機関との一層の

連携に努めます。 

また、地域密着型金融については、顧客企業に対するコンサルティング機能の発揮等の取組みを、

中長期的な視点に立って組織全体として継続的に推進することで、顧客基盤の維持・拡大、収益力

や財務の健全性の向上に繋げていくことが重要です。 

こうした考え方の下、本年５月に改正された監督指針を踏まえつつ、トップヒアリング等の機会

を通じ、地域密着型金融に関する取組み状況をフォローアップするとともに、当該取組みが利用者

と地域金融機関の双方にとってより実効的なものとなるよう、踏み込んだ意見交換を行っていきま

す。 

第三に、リスク管理と地域における金融システムの安定の観点からは、政策保有株式の固有のリ

スク（ロスカットが困難等）を踏まえたリスク管理態勢や、大口与信先の信用リスク管理態勢（抜

本的な事業再生等の積極的な支援を含む）について検証するとともに、収益がリスクの顕在化に対

する備えとしても重要な役割を有していることを念頭に、アジア進出支援を含む地域密着型金融の

実践等、中長期的な視点に立って収益基盤の充実を図るための取組み等について把握します。 

また、協同組織金融機関については、その基本的性格等を踏まえた金融仲介機能の 大限の発揮に

向けた取組みを注視していきます。 
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（４）金融商品取引業者等向け監督方針の特徴 

金融商品取引業者等向けの監督方針は、監督上の重点分野に、1.市場仲介機能の適切な発揮、2.

リスク管理と金融システムの安定、3.顧客保護と利用者利便の向上を位置付けました。具体的に、

本事務年度の主な特徴は次の３点に集約されます。 

 
第一に、金融商品取引業者等が、市場の担い手として市場仲介機能を適切に発揮することにより、

我が国市場に対する信認を高め、金融商品の公正な価格形成につなげていくことが重要です。こう

した観点から、公開引受けに係る審査体制等の内部管理態勢の検証、反社会的勢力排除に係る取組

みを行っていくことを明記しました。 

第二に、足元の市況が低迷しているなど、金融商品取引業者等の収益環境が厳しい状況にある中

で、金融商品取引業者等が質の高いリスク管理を徹底することがますます重要となっています。そ

こで、証券会社グループ全体の統合的なリスク管理の促進や、ヘッジファンドを含む各種ファンド

の実態把握に取組むことを強調しました。 

第三に、金融商品取引業者等における顧客保護・利用者利便については、主要行等の監督方針と

共通の考え方のもと、具体的には、顧客目的に立った勧誘・説明・アフターケアの促進等に重点的

に取組みます。 
 
（５）保険会社等向け監督方針の特徴 

保険会社等向け監督方針では、東日本大震災への対応を踏まえ、保険業が保障・補償機能の提供

を通じて国民生活や経済活動の安定に果たす役割の重要性に言及した上で、以下の事項を新たに記

載しました。 

 
第一に、経営戦略と一体で統合的なリスク管理態勢の整備を促すため、ALM やリスク管理態勢をヒ

アリングにより検証します。保険グループについてはグループ全体での統合的なリスク管理態勢等

を重点的に検証します。また、リスク計測を厳格化したソルベンシー・マージン比率等の円滑な導

入を準備しつつ、専門組織と連携しながら経済価値ベースのソルベンシー規制を検討していきます。 

第二に、保険金支払管理態勢に関し、改善後の機能発揮状況を重点的に検証します。また、震災

対応について積極的に評価した上で平時においても契約者の立場に立った能動的取組みの姿勢を継

続するよう促します。保険募集態勢に関し、顧客のニーズ及び知識・経験等に留意した説明の実施

状況、保険募集代理店に対する指導・管理の状況を新たに検証対象としました。  

第三に、認可特定保険業者に関し、認可申請を円滑に処理し、認可した業者には丁寧な監督を行

うこと、商品審査に関し、監督指針を踏まえ、審査の実効性を確保しつつ迅速に行われるよう配慮

することを明記しました。 

 
３．検査基本方針について 

検査基本方針では、各金融機関において、東日本大震災の被災者の方を含めた資金需要者への適切・

円滑な資金供給や、利用者への良質な金融商品・サービス提供という役割を果たす態勢が整備されてい

るか検証するとともに、そうした役割を果たすことができるだけの十分な財務基盤と強固で包括的なリ

スク管理態勢が整備されているかについて検証することを基本としています。 

  以下では、今回の検査基本方針のうち、「検査重点事項」の概要について御紹介します。 

 
（１）経営管理態勢の整備 

   金融仲介機能の発揮、法令等遵守、顧客保護等の徹底及び各種リスクの的確な管理を行うためには、

適切な経営管理のもとでの、経営陣の主導性とコミットメントが決定的に重要です。したがって、

経営方針に基づく戦略目標について、足下の経営状況や中期的な展望も踏まえ、十分な分析と検討

が行われているか、等について、重点的に検証することとしています。 

また、金融持株会社のグループ経営管理の重要性が高まってきていることを踏まえ、経営陣の責

任において、金融持株会社の子会社等に対するグループ経営管理機能が十分発揮されているか、等

について、重点的に検証することとしています。 

さらに、東日本大震災や大規模なシステム障害等、従来の想定の範囲に必ずしも収まらない事象

が発生していることを踏まえ、経営陣の責任において、主要なリスクを十分に想定した業務継続体

制が整備されているか、等についても、重点的に検証することとしています。 
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（２）金融円滑化の一層の推進 

中小企業金融円滑化法の期限が平成24 年 3月末まで1年間延長されたことも踏まえ、昨事務年度

に引き続き、金融機関がコンサルティング機能等を十分に果たしながら、適切なリスク管理をベー

スとして、円滑かつ積極的な金融仲介機能を発揮できる態勢が整備されているか、重点的に検証す

ることとしています。 

 
（３）法令等遵守態勢の整備 

反社会的勢力との取引を未然に防止する態勢や、反社会的勢力によってテロ資金供与やマネー・

ローンダリングなどに利用されることを防止するため、本人確認や疑わしい取引に関する態勢が整

備されているか、等について重点的に検証することとしています。 

また、シンジケート・ローンや資産流動化のアレンジャー業務等、金融機関のホールセール業務

に広がりが見られることを踏まえ、新規業務や複雑なスキームの取引の適法性等について、事前に

検討を行う態勢が整備されているか、等について、重点的に検証することとしています。 

 
（４）顧客保護・利用者利便の向上 

金融機関における顧客保護・利用者利便の向上は、国民経済の健全な発展に資するだけでなく、

金融機関に対する国民の信頼性向上を通じて、我が国金融システムの安定に資する重要な取組みで

す。特に、顧客保護に関しては、単に法令を遵守するだけでなく、公共性が高く信頼性のある金融

機関として、顧客の求める水準を認識し、その期待に応えていくことが求められています。 

このため、顧客等に関する情報管理の徹底、適正かつ安全な金融取引の確保、金融ＡＤＲ制度へ

の対応を含めた相談・苦情等への積極的な対応、顧客に対する適切な説明、に関する態勢が整備さ

れているか等について、重点的に検証することとしています。 

   また、利用者利便の向上に向けた優れた事例があれば、当局として積極的に評価することとして

います。 

 
（５）リスク管理態勢の整備 

○統合的リスク管理 

金融技術の進展により、金融機関間の取引が高度に複雑化しているため、従来のリスクカテゴリ

ーの観点だけでは捉えられないリスクが発生することや、市場のストレス事象に伴ってリスクが連

鎖的に増幅・伝播することを念頭に置いて、リスク管理態勢の整備を図る必要があります。 

このため、金融機関の規模・特性及びリスク・プロファイルに応じた統合的リスク管理態勢が整

備されているか、バンキング勘定の金利リスク等のバーゼルII・第２の柱で考慮すべき主要なリス

クについて適切に管理する態勢が整備されているか、統合的なリスク計測手法の前提条件・計算手

法等に起因する限界・弱点が存在することを認識した上で、多様なリスクを統合的に管理する態勢

が整備されているか、厳格なストレス・テスト（例えば、金利上昇、円高、株安等の複数事象が同

時に発生するケース）等を実施して経営判断に活用しているか、等について、重点的に検証するこ

ととしています。 

 
    ○信用リスク管理 

金融機関における信用リスク管理の重要性に鑑み、大口与信先等について、十分な債務者の実態

把握に基づく適切な審査・与信管理態勢が整備されているか、特定の企業グループや業種等に対す

る信用集中リスクについて適切な管理態勢が整備されているか、債務者の的確な予兆管理に努めて

リスク情報を適時適切に信用格付に反映する態勢が整備されているか、等について重点的に検証す

ることとしています。 

また、住宅ローンについて、金融機関間の競争が高まっていることを踏まえ、いわゆる与信時か

ら一定期間経過後にデフォルト発生がピークに達する特性等を勘案しつつ、リスク管理を行う態勢

が整備されているか、等について、検証することとしています。 

 
○市場リスク管理 

昨今の金融・資本市場の動向等に鑑み、リスク枠や損失限度枠等の管理を実効的に行う態勢が

整備されているか、多様なリスクを内包する金融商品・債券・株式等についてリスクを総合的に
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勘案した管理態勢が整備されているか、市場の変動が与えるリスク等を的確に把握する態勢が整

備されているか、等について、重点的に検証することとしています。 

 
○流動性リスク管理 

先般の世界的な金融危機において、外貨流動性の確保が問題となる事例が見受けられたことを

踏まえ、海外に拠点を持つ我が国金融機関や在日拠点を有する外国銀行等について、流動性リス

クをグローバルベースで適切に管理する態勢が整備されているか、等について、重点的に検証す

ることとしています。 

 
   ○システムリスク管理 

金融機関のシステムは、決済システムの中核をなしており、社会インフラとして公共性が極め

て高く、仮に障害等が発生した場合には、利用者利便を損ねるだけでなく、社会にも大きな影響

を与え、金融機関としての信用を失墜する事態も招きかねないものとなっています。これらを踏

まえ、安定稼働しているシステムを含めたシステムリスク管理に対する経営陣の認識は十分か、

等について、重点的に検証することとしています。 

 
○大手金融グループ全体としてのリスク管理 

海外の経済状況や金融・資本市場の動きが注目を集める中、大手金融グループについては、収

益基盤の拡大を目指し、アジアを中心に海外拠点の増強が見られるほか、グループ内の銀行・証

券会社等の連携が進んでいるため、グローバルベースでグループ全体として総合的なリスク管理

態勢が整備されているか、等について、重点的に検証することとしています。 

 
○保険会社におけるリスク管理 

改定保険検査マニュアルに基づき、統合的リスク管理態勢の整備・確立に向けた取組みが進めら

れているか、経営陣の確固たる主導性やコミットメントの下で負債特性に応じた資産・負債の総合

的な管理（ＡＬＭ）の態勢整備が進められているか、国内外の金融・資本市場の動向等に応じたス

トレス・テストを実施し、経営判断に活用しているか、等について、重点的に検証することとして

います。 

 
４． 後に 

以上が本事務年度の監督方針及び検査基本方針の主な内容です。当局としては、本事務年度も、この

監督方針、監督指針や検査基本方針等に基づきながら、金融機関の皆様との対話に努め、利用者や国民

の視点に立った適切かつ実効性ある検査・監督に努めていきたいと考えています。 

 
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「平成 23 事務年度監督方針及び検査基本方

針等について」（平成23年８月26日）にアクセスしてください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fsa.go.jp/news/23/20110826-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/23/20110826-2.html
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【お知らせ】 

○「e-Gov電子申請システム」ご利用について 
 
国民の利便性・サービス向上の取組みとして、金融庁が所管する申請・届出についても、「e-Gov電

子申請システム」の利用により、電子申請・届出をすることができますので、みなさまの積極的なご利
用をお願いします。 
本システムで手続きが可能な申請・届出等については「申請・届出などの手続案内」の「法令一覧

による検索」をご確認ください。 
なお、本システムのご利用にあたりましては、「e-Gov電子申請システム利用規約」に同意していた

だく必要があります。 
 
 
○「e-Gov電子申請システム」利用のメリット 
 
いつでも 
・ 時間にとらわれず夜間や休日でも24時間手続きができます。 

(注) 本システムの保守等が必要な場合は、システムの運用停止等を行うことがあります。 
 
どこでも 
・ 自宅や職場、遠隔地からでも、インターネット経由で手続きができます。 
（注）添付書類のうち、公的機関証明書等、原本を提出する必要のあるもの等については、別に郵送

等で提出していただくことになります。 
 
 
※「e-Gov 電子申請システム」の使い方について、詳しくは e-Gov トップページの「電子申請とは」を

ご確認ください。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://shinsei.e-gov.go.jp/menu/
http://shinsei.e-gov.go.jp/menu/
http://www.fsa.go.jp/common/shinsei/index.html
http://shinsei.e-gov.go.jp/225/annai/contents/hourei.html
http://shinsei.e-gov.go.jp/225/annai/contents/hourei.html
http://shinsei.e-gov.go.jp/menu/notice/agreement.html
http://www.e-gov.go.jp/index.html
http://www.e-gov.go.jp/shinsei/index.html
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○ その「もうけ話」、大丈夫ですか？  

詐欺的な投資勧誘にご注意ください！ 
 
「未公開株」や「ファンド」取引に関する詐欺的な投資勧誘が多発しています。 

くれぐれもご注意ください。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
実際に投資を行うかどうかの判断は、取引内容を十分に理解した上で行うことが重要です。 

少しでも不審に思った場合には、取引を見合わせることを含めて、慎重に対応することをお勧めし 

ます。 

 
 
 
 

 
 
 
不審な勧誘を受けた場合などには、金融庁金融サービス利用者相談室に情報をご提供ください。 

 
○ 金融庁金融サービス利用者相談室（受付時間：平日１０時００分～１６時００分） 

電話（ナビダイヤル）：０５７０－０１６８１１ 

※ＩＰ電話・ＰＨＳからは、０３－５２５１－６８１１におかけください。 

ＦＡＸ：０３－３５０６－６６９９ 

 
※詳細はこちらにアクセスしてください。 

・ 投資勧誘等にご注意ください！（金融庁ウェブサイト） 

・ 免許・許可・登録等を受けている業者一覧（金融庁ウェブサイト） 

 
 
 
 
 
 
 
 

「未公開株」や「私募債」の取引に関するご注意  

● 一般的に、幅広い投資家に「未公開株」や「私募債」の取引の勧誘が行われることは、考え

られません。 

⇒ こうした取引の勧誘を行うことは、法律違反の可能性がありますので、絶対に 
関らないようにしてください。 

◎ 金融庁ウェブサイトでは、よりくわしい情報や、勧誘を行う業者が金融庁（財務局） 
  の登録を受けているかを確認できます。 
◎ なお、金融庁（財務局）の登録を受けている業者であっても、 

・その信用力などが保障されているものではありません。 
・「元本保証」「絶対に儲かる」などと説明して勧誘することは、禁じられています。 

 

「ファンド（組合など）」取引に関するご注意  

● 法律上、幅広い投資家に対して、組合などファンドへの出資の勧誘を行えるのは、 
  金融庁（財務局）の登録を受けた業者に限られます。 
  ⇒ これ以外の者が勧誘を行うことは、法律違反の可能性がありますので、絶対に関 

らないようにしてください。 

http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/attention.html
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html
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○皆様からの情報提供が市場を守ります！ 
 

証券取引等監視委員会は、市場分析審査、証券検査、課徴金調査、開示検査及び犯則事件の調査を通

じて、市場の公正性・透明性を確保し、投資者を保護することを使命としています。 

当委員会では、こうした調査や検査などの参考として有効に活用するため、広く一般の皆様から、市

場において不正が疑われる下記のような情報を、電話や郵送、FAX、インターネット等により受け付け

ており、平成21年度には、7,118件と多数の情報をお寄せいただきました。 

 
＜個別銘柄に関する情報＞ 

・ 相場操縦（見せ玉や空売りによるものなど) 

・ インサイダー取引（会社関係者による重要事実公表前の売り抜けなど) 

・ 風説の流布（ネット掲示板の書込みやメールマガジンによるデマ情報など) 

・ 疑わしいディスクロージャー（有価証券報告書や適時開示など) 

・ 疑わしいファイナンス（架空増資や疑わしい割当先など） 

・ 上場会社の内部統制の問題                         ・・・ など 

 
＜金融商品取引業者等に関する情報＞ 

・ 証券会社や外国為替証拠金取引（ＦＸ）業者、運用業者、投資助言・代理業者などによる不正行

為（リスク説明の不足、システム上の問題など） 

・ 経営管理態勢や財務内容に関する問題（リスク管理、分別管理、自己資本規制比率の算定など） 

など 

 
＜その他の情報＞ 
・ 疑わしい金融商品や疑わしいファンド（投資詐欺的な資金集めなど）、無登録業者に関する情報 

・ 市場の公正性を害するような市場参加者（いわゆる仕手グループなど)に関する情報・・・ など 

 
以上のような情報につきましては、是非、当委員会までご提供をお願いします。なお、株式に限らず、

デリバティブや債券等に関する情報についても幅広く受け付けています（個別のトラブル処理・調査等

の依頼には対応していませんので、ご了承ください）。 

インターネットからの情報のご提供は、証券取引等監視委員会ウェブサイトの情報受付窓口からお願

いします。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆ 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 
 
〒１００－８９２２東京都千代田区霞が関３－２－１中央合同庁舎第７号館 
 
直 通：０３－３５８１－９９０９（情報受付窓口直通） 
ＦＡＸ：０３－５２５１－２１３６ 
https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/ 

 

一般からの情報提供を求めるポスター 

http://www.fsa.go.jp/sesc/index.htm
https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/
https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/
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〇新着情報メール配信サービス（日本語版・英語版）へのご登録のご案内 
  金融庁ウェブサイトでは、新着情報メール配信サービス（日本語版・英語版）を行っています。皆

様のメールアドレスをあらかじめ登録していただきますと、日本語版の場合、毎月発行される「アクセ

スFSA」や日々発表される各種報道発表など、新着情報を１日１回、電子メールでご案内します。 

  また、英語版でも金融庁英語版ウェブサイトの新着情報や「FSA Newsletter」など、新着情報を１日

１回、電子メールでご案内します。 

 
※ 日本語版の登録をご希望の方は、「新着情報メール配信サービス」に、英語版の登録は Subscribing 
to E-mail Information Service にアクセスしてください。 

 
 
○証券取引等監視委員会ウェブサイトにてメールマガジン配信サービスへの

ご登録のご案内 
証券取引等監視委員会ウェブサイトでは、メールマガジン配信サービス(日本語版・英語版）を行っ

ています。皆様の電子メールアドレスをあらかじめ登録していただきますと、証券取引等監視委員会ウ

ェブサイトの新着情報や証券取引等監視委員会の問題意識等のメッセージを電子メールでご案内します。 
 

※ 日本語版の登録をご希望の方は、証券取引等監視委員会ウェブサイトの「メールマガジン配信サー

ビス」に、英語版の登録は「Subscribing to E-mail Information Service」 にアクセスしてく

ださい。 

 

○公認会計士・監査審査会ウェブサイトにて新着情報メール配信サービスへ

のご登録のご案内 
  公認会計士・監査審査会ウェブサイトでは、新着情報メール配信サービス(日本語版・英語版）を

行っています。皆様の電子メールアドレスをあらかじめ登録していただきますと、公認会計士・監査審

査会ウェブサイトの新着情報を電子メールでご案内します。 

 
※ 日本語版の登録をご希望の方は、公認会計士・監査審査会ウェブサイトの「新着情報メール

配信サービス」に、英語版の登録は Subscribing to E-mail Information Service にアクセス

してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fsa.go.jp/haishin/service_top.htm
http://www.fsa.go.jp/en/haishin/index.html
http://www.fsa.go.jp/en/haishin/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/sesc/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/sesc/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/sesc/en/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/cpaaob/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/cpaaob/index.html
http://www.fsa.go.jp/haishin/cpaaob/en/index.html
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【金融ここが聞きたい！】 
 
このコーナーは、大臣の記者会見における質疑応答などの中から、時々の旬な情報をセレクトしてお届

けするものです。さらにご覧になりたい方は、金融庁ウェブサイトの「記者会見」のコーナーにアクセス

してください。 

 
 
 
 
 
Ａ. 現時点において、来年度の預金保険料について、政府が引き下げる方向で検討を始めたという事実は

ありません。平成 8 年度から 21 年度にかけては、預金保険機構一般勘定には、ご存じのように欠損金

が生じておりまして、多分総額7.5兆（円）ぐらい、金融危機がございましたから、この欠損金が累積

で生じていたと思っておりますが、平成 22 年度時点で責任準備金が 1,373 億円となったことについて

は、承知をいたしております。 

  今後の預金保険料については、預金保険機構の足下の財政状況のみならず、預金保険機構の長期的な

財務状況、また現状及び将来の我が国の金融システムの安定度、それからまた各金融機関の負担能力、

過度の負担の回避といった中長期的な視点も踏まえて検討する必要があると思っております。 

 
【平成23年8月19日（金）閣議後記者会見】 

 
 

 
 
 
 
Ａ．今、ご質問がございました二重債務問題に対処する方策のひとつとして、これは震災が起きてから私

も予算委員会で二重ローン問題、二重債務問題どうするのだと何度も厳しいご指摘を頂いたわけでござ

いますが、このいわゆる二重債務問題、せめて債務を持ったまま、言うなれば中小零細企業の経営者が

新設の機械を入れた途端に全部機械も店も工場も流れたと。あるいは今度の場合は、今質問のあったよ

うに個人でございます。 

（中略）22 日から個人債務者の私的整理に関するガイドラインが、ご指摘のとおり昨日から適用開始

となりました。政府としてはガイドラインの運用支援を推進する観点から、被災された債務者が第三者

委員会である「ガイドライン運営委員会」を利用する際に弁護士さんにご協力頂いているという話でご

ざいますが、それでも弁護士費用等が要るわけでございますから、その補助、他の事務の方とか公認会

計士の方にもご協力頂いておりますので、そういった補助や、周知・広報等に協力しているところでご

ざいます。 

  このような措置により、ガイドラインによる債務整理が円滑に進み、被災者の方々が復興に向けて再

スタートを切る一助となることを期待いたしております。 

 
   【平成23年8月23日（火）閣議後記者会見】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｑ：預金保険についてお聞きします。来年度から料率の引き下げを政府が検討しているとの報道があ

りましたが、現在の検討状況と今後の検討スケジュールについてお聞きしたいのですが。 
 

Ｑ：二重ローン対策の中の個人を対象にした私的整理ガイドラインの運用が始まったと思うのです
が、これに対する大臣のご所見をお願いします。 

http://www.fsa.go.jp/common/conference/minister/2011b/20110819-1.html
http://www.fsa.go.jp/common/conference/minister/2011b/20110823-1.html
http://www.fsa.go.jp/common/conference/index.html
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【８月の報道発表】 

 

８月２日 アクセス サンフラワー・インベストメント株式会社に対する行政処分について 

 アクセス 金融審議会「インサイダー取引規制に関するワーキング・グループ」（第２回）議事次第 

３日 アクセス 
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令（案）」の

公表について  

５日 アクセス 株式会社北洋銀行、株式会社福邦銀行及び株式会社南日本銀行の経営強化計画の承認について  

 アクセス 
山梨県民信用組合の経営強化計画及び全国信用協同組合連合会の経営強化指導計画の履行状況

（平成 23年３月期）について 

 アクセス 
株式会社紀陽ホールディングス及び株式会社紀陽銀行並びに株式会社豊和銀行の経営強化計画の

履行状況（平成 23年３月期）について  

 アクセス 地域銀行 10行の経営強化計画の履行状況（平成 23年３月期）について 

 アクセス 
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令（案）」等に対するパブリック

コメントの結果等について 

９日 アクセス 
パナソニック電工株式会社社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決

定について  

 アクセス パナソニック電工株式会社社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について  

 アクセス 
モルガン･スタンレー･インベストメント･カンパニーに係る変更報告書の不提出に対する課徴金

納付命令の決定について  

 アクセス 
モルガン･スタンレー･アセット･マネジメント投信株式会社に係る大量保有報告書等の不提出に

対する課徴金納付命令の決定について  

 アクセス 
モルガン･スタンレー･インベストメント･マネジメント･リミテッドに係る大量保有報告書等の不

提出に対する課徴金納付命令の決定について  

12日 アクセス 新東京シティ証券株式会社に対する行政処分について  

19日 アクセス 平成２３年３月期における金融再生法開示債権の状況等（ポイント）  

 アクセス 個人債務者の私的整理の手続き費用に係る東日本大震災復旧・復興予備費の使用について  

22日 アクセス 
「『平成 23年東北地方太平洋沖地震による災害についての金融検査マニュアル・監督指針の特例

措置及び運用の明確化について』に関するよくあるご質問（ＦＡＱ）」の追加について  

24日 アクセス 株式会社東研に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について  

 アクセス 東亜エナジー株式会社による無届社債券募集に対する課徴金納付命令の決定について  

26日 アクセス 企業会計審議会総会・企画調整部会合同会議資料議事次第  

 アクセス 
「振り込め詐欺救済法に定める預保納付金を巡る諸課題に関するプロジェクトチーム」による

「預保納付金の具体的使途について」等の公表について  

 アクセス 
「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令（案）」等に対するパブリックコメントの結果等

について  
 アクセス 平成 23事務年度監督方針及び検査基本方針等について  

29日 アクセス 「預金保険法の一部を改正する法律」の施行に伴う関係政令・内閣府令案等の公表について  

30日 アクセス 「行政処分事例集」の更新について  

 アクセス 平成 23年金融商品取引法等改正（６ヶ月以内施行）に係る政令・内閣府令案等の公表について 

http://www.fsa.go.jp/news/23/syouken/20110802-1.html
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/insider/siryou/20110802.html
http://www.fsa.go.jp/news/23/sonota/20110803-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/23/ginkou/20110805-5.html
http://www.fsa.go.jp/news/23/ginkou/20110805-4.html
http://www.fsa.go.jp/news/23/ginkou/20110805-3.html
http://www.fsa.go.jp/news/23/ginkou/20110805-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/23/sonota/20110805-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/23/syouken/20110809-5.html
http://www.fsa.go.jp/news/23/syouken/20110809-4.html
http://www.fsa.go.jp/news/23/syouken/20110812-1.html
http://www.fsa.go.jp/status/npl/20110819.html
http://www.fsa.go.jp/news/23/20110819-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/23/20110822-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/23/syouken/20110824-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/23/syouken/20110824-1.html
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/siryou/soukai/20110825.html
http://www.fsa.go.jp/news/23/ginkou/20110826-3.html
http://www.fsa.go.jp/news/23/syouken/20110826-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/23/20110826-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/23/20110829-1.html
http://www.fsa.go.jp/status/s_jirei/kouhyou.html
http://www.fsa.go.jp/news/23/syouken/20110830-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/23/syouken/20110809-3.html
http://www.fsa.go.jp/news/23/syouken/20110809-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/23/syouken/20110809-1.html
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31日 アクセス 
信用格付業者の関係法人の指定に係る金融庁告示（無登録格付の説明事項に係るグループ指定）

の一部改正について  
 アクセス 貸金業関係資料集の更新について  

 アクセス 
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令（案）」に

対するパブリックコメントの結果等について 

 

【８月のアクセス数の多いページ】 
 

このコーナーは８月の「報道発表」から特にアクセス数の多かったページを掲載しています。 

なお、過去のアクセス数の多いページをご覧になりたい方は金融庁ウェブサイトのアクセス数の多いページ

（過去の情報等）にアクセスしてください。 

 

・金融庁が検査実施中の金融機関  

・免許・許可・登録等を受けている業者一覧  

・中小企業等に対する金融円滑化対策について  

・平成 23事務年度監督方針及び検査基本方針等について 

・今般の震災についての金融庁・財務局・金融機関の対応状況 

・「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令（案）」の公

表について 

・東日本大震災 関連情報 金融面の対策に全力を挙げています！  

・「行政処分事例集」の更新について  

・「金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令（案）」の公表について  

・“IFRS 適用に関する検討について”2011年 6月21 日 金融担当大臣 自見庄三郎  
 

以上 

 アクセス マークより公表ページを見ることができます。 

http://www.fsa.go.jp/news/23/syouken/20110831-1.html
http://www.fsa.go.jp/status/kasikin/20110831/index.html
http://www.fsa.go.jp/news/23/sonota/20110831-2.html
http://www.fsa.go.jp/common/pop_kako.html
http://www.fsa.go.jp/common/pop_kako.html
http://www.fsa.go.jp/receipt/k_jyouhou/fsa.html
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html
http://www.fsa.go.jp/policy/chusho/enkatu.html
http://www.fsa.go.jp/news/23/20110826-2.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/jokyo.html
http://www.fsa.go.jp/news/23/sonota/20110803-1.html
http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103.html
http://www.fsa.go.jp/status/s_jirei/kouhyou.html
http://www.fsa.go.jp/news/23/syouken/20110729-5.html
http://www.fsa.go.jp/common/conference/danwa/20110621-1.html
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